
 
 

令和４年１２月２７日 
国土交通省関東地方整備局 

 
 

『関東地方整備局流域治水推進室』を設置します 
～関東管内における流域治水を推進するため、関係者との連携体制を強化します～ 

 

 関東地方整備局では、流域のあらゆる関係者が協働して取り組む治水対策である「流域治

水」を推進しています。 

今般、関東地方整備局内の河川部局とまちづくり部局間の連携を一層強化し、関東管内の

関係者との連絡調整、その他流域治水の取組を強力かつ円滑に推進するため、『関東地方整

備局流域治水推進室』を設置しますのでお知らせします。 
 

関東地方整備局管内では、流域の関係者が協働して令和３年３月に 13の流域治水プロジェク
トを策定・公表するとともに、令和４年３月に内容を更新し充実化を図っています。 
今後、これらのプロジェクトを推進していくためには、河川における対策だけではなく、まち

づくり等と一体となって取り組むことが不可欠であり、整備局内の関係部局が一層連携し、河川
事務所、地方公共団体、関係省庁等と調整を図っていく必要があります。 
このため、整備局内の河川部局とまちづくり部局間の連携を一層強化し、関東管内の関係者と

の連絡調整、その他流域治水の取組を強力かつ円滑に推進するため、令和５年１月１日に『関東
地方整備局流域治水推進室』を設置します。（別紙） 
 今後は、当該推進室が各流域の取組をより一層支援していきます。 
 
○関東地整管内の 13プロジェクトの概要 
 「関東地方整備局 流域治水プロジェクト」で検索いただきご確認ください。 
＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ、 神奈川建設記者会、 茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラ
ブ、 刀水クラブ・テレビ記者会、 埼玉県政記者クラブ、千葉県政記者会、 都庁記者クラブ、 神奈川
県政記者クラブ、山梨県政記者クラブ、 静岡県政記者クラブ、 長野県庁会見場、長野市政記者クラ
ブ、長野市政記者会 
＜問い合わせ先＞  
関東地方整備局  電話：０４８－６０１－３１５１（代表） 
【流域治水、推進室全般】河川部河川調査官 藤本 雄介 （内線：３５１３） 

河川部河川計画課課長 後藤 祐也 （内線：３６１１） 
【まちづくり施策全般】 建政部都市調整官 大関 弘之 （内線：６１１３） 
            建政部都市整備課課長 今 佐和子（内線：６１６１） 
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（別紙）流域治水推進室の設置（連携強化）

○河川部、建政部の連携を強化し、管内の事務所、地方公共団体、関係省庁等との連絡・調整等を推進。
○今後の特定都市河川流域における取組推進や防災集団移転促進事業、土地区画整理事業と連携した河川
事業など、まちづくり等と一体となった流域治水の取組を一層推進。

※令和５年１月１日設置、令和５年１月４日業務開始

関東地方整備局流域治水推進室

河川部 建政部

連絡・調整等

河川事務所 地方公共団体 関係省庁地方支分部局民間企業、NPO等

関東地方流域治水連絡会議との連絡・調整特定都市河川流域における取組推進 防災集団移転促進事業の推進 各流域治水協議会との連絡・調整

江戸川流域治水協議会の例
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治水事業 まちづくり、下水道事業

【室長】：河川部河川調査官


